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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ラップトップモードとイーゼルモードを含む複数のディスプレイモード間で構成可能な
携帯型コンピュータであって、
　コンテンツを表示するように構成されたディスプレイスクリーンを含むディスプレイコ
ンポーネントと、
　キーボードを含むベース部と、
　前記ディスプレイコンポーネントを前記ベース部に回転式に結合するように構成された
ヒンジ組立体とを備え、
　前記ヒンジ組立体は、前記ラップトップモードと前記ディスプレイコンポーネントおよ
び前記ベース部が反転Ｖ形状を形成して直立する前記イーゼルモードとの間で携帯型コン
ピュータを構成するために、単一軸を中心に前記ディスプレイコンポーネントの回転を可
能にするように構成され、
　前記ラップトップモードでは、前記ディスプレイコンポーネントは、操作者に向かって
向けられており、前記キーボードは、操作者からの入力を受けるように向けられており、
　前記イーゼルモードでは、前記ディスプレイコンポーネントは、操作者に面して向けら
れており、前記キーボードは、操作者から離れるように向けられており、
　前記単一軸は、前記ディスプレイコンポーネントと前記ベース部との間のインタフェー
スに沿って延びる長手方向軸であり、前記ディスプレイコンポーネントは、前記長手方向
軸を中心に回転可能であり、
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　前記単一軸には、前記ベース部内に少なくとも部分的に配設され、かつ、前記長手方向
軸を中心に回転可能であるスクロールホイールが設けられており、前記スクロールホイー
ルは、携帯型コンピュータの動作パラメータおよび前記ディスプレイスクリーン上に表示
される前記コンテンツの少なくとも一方をユーザが制御することを可能にするように構成
される、携帯型コンピュータ。
【請求項２】
　前記ディスプレイスクリーン上に表示される前記コンテンツの向きを制御するように構
成されたディスプレイ向き制御モジュールをさらに備え、
　前記ディスプレイスクリーン上に表示される前記コンテンツの向きは、前記長手方向軸
に対する複数の向きの中から構成可能である、請求項１に記載の携帯型コンピュータ。
【請求項３】
　前記複数の向きは、前記長手方向軸に対する第１の向きおよび前記長手方向軸に対する
第２の向きを含み、
　前記ディスプレイ向き制御モジュールは、携帯型コンピュータが前記ラップトップモー
ドになるように構成されるとき、前記第１の向きに、また、携帯型コンピュータが前記イ
ーゼルモードになるように構成されるとき、前記第２の向きに前記コンテンツを自動的に
表示するように構成される、請求項２に記載の携帯型コンピュータ。
【請求項４】
　前記複数のディスプレイモードは、前記ディスプレイコンポーネントが、前記ベース部
に対して、前記長手方向軸を中心に測定された約１８０°を超える角度で配設されるフレ
ームモードをさらに備え、前記単一のディスプレイコンポーネントは、操作者に向かって
向けられており、前記ベース部は、表面に接触し、前記キーボードは、前記表面に向かっ
て向けられている、請求項２に記載の携帯型コンピュータ。
【請求項５】
　前記複数のディスプレイモードは、前記ディスプレイコンポーネントが、前記ベース部
に対して、前記長手方向軸を中心に測定された約１８０°の角度で配設されるフラットモ
ードをさらに備え、
　前記複数の向きは、前記長手方向軸に対する第１の向き、前記長手方向軸に対する第２
の向き、および前記長手方向軸に対する第３の向きを含み、
　前記フラットモードでは、前記ディスプレイスクリーン上に表示される前記コンテンツ
の前記向きは、ユーザ入力に応じて、前記第１、第２、および第３の向きの中から構成可
能である、請求項４に記載の携帯型コンピュータ。
【請求項６】
　前記第２の向きは、前記第１の向きに対して９０°であり、
　前記第３の向きは、前記第１の向きに対して１８０°である、請求項５に記載の携帯型
コンピュータ。
【請求項７】
　前記ベース部に対して前記ディスプレイコンポーネントの回転角度を検出し、前記回転
角度を表す情報を提供するように構成されたモードセンサをさらに備え、
　前記ディスプレイ向き制御モジュールは、前記モードセンサからの前記情報に応じて、
前記ディスプレイスクリーン上に表示される前記コンテンツの前記向きを自動的に調整す
るように構成される、請求項２に記載の携帯型コンピュータ。
【請求項８】
　前記ディスプレイ向き制御モジュールは、
　前記ディスプレイコンポーネントの前記回転角度が前記ベース部に対して約１８０°よ
り小さいことを前記情報が示すことに応じて、前記長手方向軸に対する第１の向きに前記
コンテンツを自動的に表示し、
　前記ディスプレイコンポーネントの前記回転角度が前記ベース部に対して約１８０°よ
り大きいことを前記情報が示すことに応じて、前記長手方向軸に対する第２の向きに前記
コンテンツを自動的に表示するように構成され、
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　前記第２の向きは、前記第１の向きに対して約１８０°にある、請求項７に記載の携帯
型コンピュータ。
【請求項９】
　携帯型コンピュータの目下のディスプレイモードを検出するように構成されたモードセ
ンサをさらに備え、
　前記ディスプレイ向き制御モジュールは、前記モードセンサによって検出される前記目
下のディスプレイモードに応じて、前記長手方向軸に対する前記複数の向きのうちの１つ
の向きから前記ディスプレイスクリーン上に表示される前記コンテンツの前記向きを選択
する、請求項２に記載の携帯型コンピュータ。
【請求項１０】
　複数のディスプレイモードは、閉鎖モードをさらに含み、
　前記閉鎖モードでは、前記ディスプレイスクリーンは、前記ベース部に実質的に接して
配設される、請求項１に記載の携帯型コンピュータ。
【請求項１１】
　前記ディスプレイコンポーネントを、前記閉鎖モードから前記長手方向軸を中心に約１
８０度まで回転させることは、携帯型コンピュータを前記ラップトップモードになるよう
に構成し、
　前記ディスプレイコンポーネントを、前記閉鎖モードから前記長手方向軸を中心に約１
８０度を超えて回転させることは、携帯型コンピュータを前記イーゼルモードになるよう
に構成する、請求項１０に記載の携帯型コンピュータ。
【請求項１２】
　前記ディスプレイコンポーネントは、前記閉鎖モードから前記長手方向軸を中心に約３
２０度まで回転可能である、請求項１１に記載の携帯型コンピュータ。
【請求項１３】
　前記長手方向軸は、複数の平行軸を含み、
　前記ヒンジ組立体は、携帯型コンピュータを前記複数のディスプレイモード間で構成す
るために、前記複数の平行軸の任意の平行軸を中心に前記ディスプレイコンポーネントの
回転を可能にするように構成される、請求項１に記載の携帯型コンピュータ。
【請求項１４】
　前記ベース部および前記ディスプレイコンポーネントの一方の上に配設され、かつ、前
記ディスプレイスクリーン上に表示される選択されたコンテンツを前記ユーザが操作する
ことを可能にするように構成された第１のナビゲーションボタンをさらに備える請求項１
に記載の携帯型コンピュータ。
【請求項１５】
　前記ディスプレイスクリーンは、コンテンツの複数のモードの少なくとも１つを表示す
るように構成され、
　前記第１のナビゲーションボタンは、コンテンツの前記複数のモードの少なくとも１つ
を表示のためにユーザが選択することを可能にするように構成される、請求項１４に記載
の携帯型コンピュータ。
【請求項１６】
　前記第１のナビゲーションボタンは、前記ラップトップモードおよび前記イーゼルモー
ドのそれぞれにおいてユーザアクセス可能である、請求項１４に記載の携帯型コンピュー
タ。
【請求項１７】
　第２のナビゲーションボタンをさらに備え、
　前記第１のナビゲーションボタンは、前記ベース部の主表面上に配設され、
　前記第２のナビゲーションボタンは、前記ベース部の副表面上に配設される、請求項１
４に記載の携帯型コンピュータ。
【請求項１８】
　前記スクロールホイールは、前記ディスプレイスクリーン上での表示のために、コンテ
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ンツのモードをユーザが選択することを可能にするように構成される、請求項１に記載の
携帯型コンピュータ。
【請求項１９】
　前記スクロールホイールは、携帯型コンピュータによって再生される音量をユーザが制
御することを可能にするように構成される、請求項１に記載の携帯型コンピュータ。
【請求項２０】
　前記ベース部内に少なくとも部分的に収容され、かつ、前記ディスプレイコンポーネン
トを前記ベース部に回転式に結合するように構成されたヒンジ組立体をさらに備える、請
求項１に記載の携帯型コンピュータ。
【請求項２１】
　前記スクロールホイールは、前記ヒンジ組立体内に少なくとも部分的に配設される、請
求項２０に記載の携帯型コンピュータ。
【請求項２２】
　前記ベース部の少なくとも一部分に沿って配設され、かつ、前記イーゼルモードにある
ときに、携帯型コンピュータを支持するように構成された足部をさらに備える、請求項１
に記載の携帯型コンピュータ。
【請求項２３】
　携帯型コンピュータであって、
　ベース部と、
　前記ベース部に回転式に結合したディスプレイコンポーネントと、
　ラップトップモードと前記ディスプレイコンポーネントおよび前記ベース部が反転Ｖ形
状を形成して直立するイーゼルモードとの間で携帯型コンピュータを構成するために、前
記ベース部に対し単一方向に単一軸を中心に前記ディスプレイコンポーネントを回転させ
る手段とを備え、
　前記単一軸は、前記ディスプレイコンポーネントと前記ベース部との間のインタフェー
スに沿って延びる長手方向軸であり、前記ディスプレイコンポーネントは、前記長手方向
軸を中心に回転可能であり、
　前記単一軸には、前記ベース部内に少なくとも部分的に配設され、かつ、前記長手方向
軸を中心に回転可能であるスクロールホイールが設けられ、前記スクロールホイールは、
携帯型コンピュータの動作パラメータおよびディスプレイスクリーン上に表示されるコン
テンツの少なくとも一方をユーザが制御することを可能にするように構成される、携帯型
コンピュータ。
【請求項２４】
　前記ディスプレイコンポーネントを回転させる前記手段は、前記ベース部内に少なくと
も部分的に収容され、かつ、前記ディスプレイコンポーネントを前記ベース部に回転式に
結合するように構成されたヒンジ組立体を備える、請求項２３に記載の携帯型コンピュー
タ。
【請求項２５】
　複数のディスプレイモードを有する携帯型コンピュータに表示されるコンテンツとのユ
ーザインタラクションを管理する方法であって、前記携帯型コンピュータは、本体を備え
、前記本体は、ディスプレイスクリーンを含む単一のディスプレイコンポーネントと、キ
ーボードを含むベース部と、ヒンジ組立体とを有し、
　前記方法は、
　前記携帯型コンピュータを複数のディスプレイモード間で移行させるために、前記ベー
ス部に対する前記単一のディスプレイコンポーネントの物理的構成を操作することを備え
、前記操作することは、
　　前記携帯型コンピュータをラップトップモードと前記ディプレイコンポーネントおよ
び前記ベース部が反転Ｖ形状を形成して直立するイーゼルモードとの間で移行させるため
に、前記携帯型コンピュータの前記本体の前記単一のディスプレイコンポーネントと前記
ベース部との間のインタフェースに沿って延びる単一の長手方向軸を中心に前記携帯型コ
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ンピュータの前記単一のディスプレイコンポーネントを回転させることと、
　　前記携帯型コンピュータを前記ランプトップモードになるように構成するために、前
記単一のディスプレイコンポーネントおよび前記キーボードを操作者に向かって向けるこ
とと、
　　前記携帯型コンピュータを前記イーゼルモードになるように構成するために、前記単
一のディスプレイコンポーネントおよび前記キーボードを操作者から離れるように向ける
こととを含み、
　前記方法はさらに、
　前記ベース部に対する前記単一のディスプレイコンポーネントの前記物理的構成に応じ
てディスプレイモードを決定することと、
　前記単一のディスプレイコンポーネントの前記ディスプレイスクリーン上の視覚表示の
、前記単一の長手方向軸に対するコンテンツ向きを前記ディスプレイモードに応じて構成
することとを備え、前記コンテンツ向きを構成することは、
　前記ラップトップモードのために、前記コンテンツの第１のコンテンツ向きで前記視覚
表示を表示することと、
　前記イーゼルモードのために、第２のコンテンツ向きで前記視覚表示を表示することと
を含み、前記第２のコンテンツ向きは、前記第１のコンテンツ向きに対して１８０°にあ
り、
　前記単一の長手方向軸には、前記携帯型コンピュータは、前記ベース部内に少なくとも
部分的に配設され、かつ、前記単一の長手方向軸を中心に回転可能であるスクロールホイ
ールが設けられ、
　前記方法はさらに、
　ユーザによる前記スクロールホイールの操作に応答して、前記携帯型コンピュータの動
作パラメータおよび前記ディスプレイスクリーン上に表示される前記コンテンツの少なく
とも一方の制御を可能にすることを含む、方法。
【請求項２６】
　前記複数のディスプレイモードは、フレームモードを含み、前記携帯型コンピュータを
複数のディスプレイモード間で移行させるために前記単一のディスプレイコンポーネント
の前記物理的構成を操作することは、
　　前記単一のディスプレイコンポーネントを操作者に向かって向けることと、
　　前記ベース部を表面に位置決めすることと、
　　前記携帯型コンピュータを前記フレームモードになるように構成するために、前記キ
ーボードを前記表面に向かって向けることとを含み、前記ディスプレイコンポーネントは
、前記ベース部に対して、前記長手方向軸を中心に測定された約１８０°を超える角度で
配設されている、請求項２５に記載の方法。
【請求項２７】
　前記コンテンツ向きを構成することは、前記フレームモードのために、前記視覚表示を
前記第１のコンテンツ向きで表示することを含む、請求項２６に記載の方法。
【請求項２８】
　前記携帯型コンピュータが前記フレームモードになるように構成されているときキーボ
ード操作を無効にすることをさらに備える、請求項２７に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に、携帯型コンピュータに関し、より詳細には、異なる機能モードおよ
び位置モードに構成可能な携帯型コンピュータに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ラップトップコンピュータまたはノートブックコンピュータなどの携帯型コンピュータ
は、家庭および職場において益々一般的にかつユビキタスになってきた。従来の携帯型コ
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ンピュータは、最も一般的に、「クラムシェル（ｃｌａｍ－ｓｈｅｌｌ）」構成を有し、
ベース部は、キーボード、種々のポート、（たとえば、電力および周辺デバイス接続のた
めの）コネクタおよび／または入力、および大部分の電気コンポーネント（たとえば、中
央処理ユニットおよびメモリ）を含み、ディスプレイコンポーネントは、ヒンジによって
ベース部に旋回式に結合されている。ディスプレイコンポーネントは、ディスプレイスク
リーンがキーボードに隣接して配置された状態の閉鎖位置と、ディスプレイスクリーンが
所望の観察角度に傾斜した状態の開放位置との間で、ヒンジの周りに移動可能である。
【０００３】
　一部の携帯型コンピュータは、キーボードまたはマウスなどの従来のツールによるのに
加えて、タッチスクリーンによってユーザ入力を受入れることができる。入力データに対
するタッチスクリーンの使用は、コンピュータが紙のタブレットと同様な方法で使用され
るため、「タブレットモード（ｔａｂｌｅｔ　ｍｏｄｅ）」で動作していると呼ばれるこ
とがある。米国特許第６，７７１，４９４号は、キーボードを介してユーザ入力を受信す
る通常のラップトップコンピュータとして（「ラップトップモード（ｌａｐｔｏｐ　ｍｏ
ｄｅ）」）、または、タッチスクリーンを介してユーザ入力を受信するタブレットコンピ
ュータとして動作することが可能なハイブリッドタブレットタイプ携帯型コンピュータを
開示している。’４９４号特許は、さらに、コンピュータのディスプレイコンポーネント
が、ヒンジによってコンピュータのベース部に取り付けられ、ヒンジによって、ディスプ
レイコンポーネントが、（ラップトップモードのために）ベース部に対して傾斜し、また
、コンピュータをタブレットモードになるように構成するために、ベース部に接するよう
に回転し、折り曲げることが可能になる。
【０００４】
　可動ディスプレイを有する携帯型コンピュータの別の変形は、米国特許第６，２６６，
２３６号に開示されている。’２３６号特許は、ベース部、ディスプレイ部材、およびデ
ィスプレイ部材をベース部に結合する腕組立体を含むコンピュータを開示している。’２
３６号特許によれば、腕組立体は、ノートブックモード構成、タブレットモード構成、プ
レゼンテーションモード構成、および閉鎖モードを含む複数の位置間でのディスプレイ部
材に旋回運動を可能にする。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の態様および実施形態は、（携帯型コンピュータが従来のラップトップ外観を有
する）ラップトップモードと、以下でさらに説明するように、コンピュータのベース部お
よびそのディスプレイコンポーネントが、直立し、反転「Ｖ」を形成するイーゼルモード
との間で構成可能な携帯型コンピュータを対象とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　ディスプレイコンポーネントは、ベース部とディスプレイコンポーネントとの間のイン
タフェースに沿って延びる軸を中心にディスプレイコンポーネントが回転するかまたは傾
斜することを可能にするヒンジによって、携帯型コンピュータのベース部に旋回式に結合
される。先の米国特許第６，２６６，２３６号および米国特許第６，７７１，４９４号に
説明されるコンピュータと違って、本発明の実施形態による携帯型コンピュータは、異な
るモードに構成されるために、腕組立体も、複数の異なるヒンジ組立体も必要としない。
さらに、本発明の実施形態による携帯型コンピュータは、以下で説明するように、異なる
ディスプレイモードおよび異なる構成における異なる機能が可能である。
【０００７】
　さらなる態様および実施形態は、携帯型コンピュータの種々の特徴および機能をユーザ
が制御することを可能にするように構成されうる埋め込み型スクロールホイールを有する
携帯型コンピュータを対象とする。たとえば、以下でさらに説明するように、スクロール
ホイールは、携帯型コンピュータのディスプレイ上に表示される情報間をナビゲートする
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ため、かつ／または、携帯型コンピュータの動作モードを変更するため、かつ／または、
音量、ディスプレイ輝度などのような特徴を制御するために使用されうる。
【０００８】
　一実施形態によれば、携帯型コンピュータは、閉鎖モード、ラップトップモード、イー
ゼルモード、フラットモード、およびフレームモードを含む種々のモード間で構成可能で
ある。携帯型コンピュータは、ディスプレイスクリーンを含むディスプレイコンポーネン
トと、ベース部と、ベース部内に少なくとも部分的に収容され、かつ、ディスプレイコン
ポーネントをベース部に旋回式に結合するように構成されたヒンジ組立体とを備えてもよ
い。ディスプレイコンポーネントは、ベース部とディスプレイコンポーネントとの間のイ
ンタフェースに沿って延びる長手方向軸を中心に回転可能であってよい。閉鎖モードでは
、ディスプレイスクリーンは、ベース部に実質的に接して配設されてもよく、ディスプレ
イコンポーネントを、閉鎖モードから長手方向軸を中心に約１８０度まで回転させること
は、携帯型コンピュータをラップトップモードになるように構成してもよい。ディスプレ
イコンポーネントを、閉鎖モードから長手方向軸を中心に約１８０度を超えて回転させる
ことは、携帯型コンピュータをイーゼルモードになるように構成してもよい。
【０００９】
　携帯型コンピュータの一例では、ディスプレイコンポーネントは、閉鎖モードから長手
方向軸を中心に約３２０度まで回転可能である。別の例では、携帯型コンピュータは、長
手方向軸に対する複数の向きのうちの１つの向きでディスプレイスクリーン上にコンテン
ツを表示するディスプレイ向き制御モジュールを備える。表示されるコンテンツの向きは
、携帯型コンピュータの目下のディスプレイモードに依存してもよく、または、ユーザ入
力に応じて構成可能であってもよい。携帯型コンピュータは、さらに、携帯型コンピュー
タの目下のディスプレイモードを検出するモードセンサを備えてもよく、ディスプレイ向
き制御モジュールは、モードセンサによって検出された目下のディスプレイモードに依存
した向きでディスプレイスクリーン上にコンテンツを表示してもよい。使用されるヒンジ
組立体に応じて、長手方向軸は、複数の平行軸を含んでもよく、ヒンジ組立体は、複数の
ディスプレイモード間で携帯型コンピュータを構成するために、複数の平行軸の任意の平
行軸を中心にディスプレイコンポーネントの回転を可能にするように構成されてもよい。
【００１０】
　別の実施形態は、ベース部と、ベース部に回転式に結合したディスプレイコンポーネン
トと、ラップトップモードとイーゼルモードとの間で携帯型コンピュータを構成するため
に、ベース部に対し単一方向にディスプレイコンポーネントを回転させる手段とを備える
携帯型コンピュータを対象とする。
【００１１】
　ラップトップモードおよびイーゼルモードを含む複数のモード間で構成可能な携帯型コ
ンピュータの別の実施形態では、携帯型コンピュータは、ディスプレイコンポーネント、
ベース部、ディスプレイコンポーネントをベース部に回転式に結合するように構成された
ヒンジ組立体を備える。ヒンジ組立体は、ラップトップモードとイーゼルモードとの間で
携帯型コンピュータを構成するために、単一軸を中心にディスプレイコンポーネントの回
転を可能にするように構成されてもよい。一例では、単一軸は、ディスプレイコンポーネ
ントとベース部との間のインタフェースに沿って延びる長手方向軸である。携帯型コンピ
ュータは、さらに、長手方向軸の周りに少なくとも部分的に配設されたスクロールホイー
ルを備えてもよい。一例では、ディスプレイコンポーネントは、ディスプレイスクリーン
を備え、スクロールホイールは、ディスプレイスクリーン上に表示されるコンテンツをユ
ーザが操作することを可能にするように構成される。
【００１２】
　別の実施形態は、携帯型コンピュータ上に表示されるコンテンツを自動的に向き制御す
る方法を対象とする。方法は、携帯型コンピュータのディスプレイコンポーネントを、携
帯型コンピュータのディスプレイコンポーネントとベース部との間のインタフェースに沿
って延びる長手方向軸を中心に回転させること、ベース部に対するディスプレイコンポー
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ネントの回転の程度を検出すること、ディスプレイコンポーネントの回転の程度を表す信
号を提供すること、および、信号に応じて、携帯型コンピュータ上に表示されるコンテン
ツの、長手方向軸に対する向きを自動的に構成することを含む。
【００１３】
　別の実施形態によれば、携帯型コンピュータは、ベースユニットと、コンテンツを表示
するように構成されたディスプレイスクリーンを含むディスプレイユニットと、ベースユ
ニットに対するディスプレイユニットの向きを検出する向きセンサと、向きセンサによっ
て検出された向きに応じて、ディスプレイスクリーン上に表示されるコンテンツを向き制
御するディスプレイ向き制御モジュールとを備える。
【００１４】
　携帯型コンピュータの別の実施形態は、ベース部と、ディスプレイコンポーネントであ
って、ベース部に回転式に結合され、それにより、ディスプレイコンポーネントおよびベ
ース部が、ディスプレイコンポーネントとベース部との間のインタフェースに沿って延び
る長手方向軸を中心に互いに対して回転可能であり、ディスプレイスクリーンを含む、デ
ィスプレイコンポーネントと、ベース部内に少なくとも部分的に配設され、かつ、長手方
向軸を中心に回転可能なスクロールホイールであって、携帯型コンピュータの動作パラメ
ータおよびディスプレイスクリーン上に表示されるコンテンツの少なくとも一方をユーザ
が制御することを可能にするように構成される、スクロールホイールとを備える。一例で
は、スクロールホイールは、携帯型コンピュータによって生成される音量をユーザが調整
することを可能にするように構成される。別の例では、スクリーンは、コンテンツの複数
のモードの少なくとも１つを表示するように構成され、スクロールホイールは、携帯型コ
ンピュータによって表示するためにコンテンツのモードをユーザが選択することを可能に
するように構成される。携帯型コンピュータは、さらに、携帯型コンピュータおよび表示
されるコンテンツの態様を制御するために、スクロールホイールと共に使用されてもよい
１つまたは複数のナビゲーションボタンを備えてもよい。
【００１５】
　別の実施形態によれば、携帯型コンピュータは、ラップトップモードとイーゼルモード
を含む複数のディスプレイモード間で構成可能であり、携帯型コンピュータは、ベース部
と、ベース部に回転式に結合され、かつ、コンテンツを表示するスクリーンを含むディス
プレイコンポーネントと、複数のディスプレイモードのそれぞれにおいてアクセス可能で
かつ、携帯型コンピュータの動作パラメータおよびスクリーン上に表示されるコンテンツ
の少なくとも一方をユーザが制御することを可能にするように構成されたスクロールホイ
ールとを備える。一例では、スクロールホイールは、ベース部に対するディスプレイコン
ポーネントの回転軸の回りに少なくとも部分的に配設される。
【００１６】
　別の実施形態では、携帯型コンピュータは、ベース部と、コンテンツを表示するように
構成されたスクリーンを含むディスプレイコンポーネントと、ディスプレイコンポーネン
トをベース部に回転式に結合し、ディスプレイコンポーネントとベース部との間のインタ
フェースに沿って延びる長手方向軸を中心にディスプレイコンポーネントの回転を可能に
するように構成されたヒンジ組立体と、長手方向軸の周りに少なくとも部分的に配設され
たスクロールホイールとを備える。
【００１７】
　なお他の態様、実施形態、ならびに、本例示的態様および実施形態の利点は、以下で詳
細に説明される。さらに、先の情報および以下の詳細な説明は、種々の態様および実施形
態の例証的な実施例に過ぎず、特許請求される態様および実施形態の特質および性格を理
解するための概要または枠組みを提供することを意図することが理解される。本明細書に
開示される任意の実施形態は、本明細書で開示される対象物、目的、および必要性と一貫
性がある方法で、任意の他の実施形態と組合されてもよく、また、「ある実施形態（ａｎ
　ｅｍｂｏｄｉｍｅｎｔ）」、「一部の実施形態（ｓｏｍｅ　ｅｍｂｏｄｉｍｅｎｔｓ）
」、「代替の実施形態（ａｎ　ａｌｔｅｒｎａｔｅ　ｅｍｂｏｄｉｍｅｎｔ）」、「種々
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の実施形態（ｖａｒｉｏｕｓ　ｅｍｂｏｄｉｍｅｎｔｓ）」、「一実施形態（ｏｎｅ　ｅ
ｍｂｏｄｉｍｅｎｔ）」などへの言及は、必ずしも互いに排他的でなく、実施形態に関連
して述べられる特定の特徴、構造、または特性が、少なくとも１つの実施形態に含まれて
もよいことを示すことが意図される。本明細書におけるこうした用語の出現は、必ずしも
全てが同じ実施形態を参照しているわけではない。添付図面は、種々の態様および実施形
態の例証およびさらなる理解を提供するために含まれ、本仕様の一部に組み込まれるか、
または、それを構成する。図面は、仕様の残りの部分と共に、述べられ請求される態様お
よび実施形態の原理および動作を説明するのに役立つ。
【００１８】
　少なくとも１つの実施形態の種々の態様は、一定の比率の縮尺で描かれることを意図さ
れない添付図を参照して以下で説明される。図、詳細な説明、または任意の特許請求項の
技術的特徴が参照符合を伴う場合、参照符合は、図、詳細な説明、および特許請求項の理
解可能性を高めるだけのために含まれた。したがって、参照符合が有ることも参照符合が
無いことも、任意の特許請求要素の範囲に制限的な影響を及ぼすことを意図しない。図で
は、種々の図に示される同一のまたはほぼ同一の各コンポーネントは、同じ数字で示され
る。明確にするための、全てのコンポーネントが、全ての図において表示されない可能性
がある。図は、例証および説明のために提供され、本発明の制限の規定として意図されな
い。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】「ラップトップ」構成の、本発明の態様による、携帯型コンピュータの一実施例
の図である。
【図２】閉鎖位置の図１の携帯型コンピュータの図である。
【図３】図１の携帯型コンピュータの底部の外側の平面図である。
【図４】イーゼルモードの、図１の携帯型コンピュータの斜視図である。
【図５】イーゼルモードの調整可能な角度を示す、図４の携帯型コンピュータの側面図で
ある。
【図６Ａ】イーゼルモードの、図４の携帯型コンピュータの異なる位置を示す図である。
【図６Ｂ】イーゼルモードの、図４の携帯型コンピュータの異なる位置を示す図である。
【図６Ｃ】イーゼルモードの、図４の携帯型コンピュータの異なる位置を示す図である。
【図７Ａ】本発明の態様によるヒンジ組立体を示す、ラップトップモードの図１の携帯型
コンピュータの一部分の図である。
【図７Ｂ】本発明の態様によるヒンジ組立体を示す、イーゼルモードの図１の携帯型コン
ピュータの一部分の図である。
【図８】図７Ａおよび７Ｂのヒンジ組立体の一実施例の図である。
【図９】図８のライン９－９に沿って切取った図８のヒンジ組立体の一部分の断面図であ
る。
【図１０】図８のヒンジ組立体の分解図である。
【図１１】本発明の態様による、携帯型コンピュータユーザインタフェースアーキテクチ
ャの一実施例のブロック図である。
【図１２】本発明の態様による、グラフィカルユーザインタフェースの一実施例を示すス
クリーンショットである。
【図１３】本発明の態様による、グラフィカルユーザインタフェースの別の実施例を示す
スクリーンショットである。
【図１４】本発明の態様による、イーゼルモードの携帯型コンピュータ上のスクロールホ
イールを調整するユーザの図である。
【図１５】本発明の態様による、携帯型コンピュータ上のスクロールホイールを押すユー
ザの図である。
【図１６】本発明の態様による、携帯型コンピュータ上のナビゲーションボタンを押すユ
ーザの図である。
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【図１７】本発明の態様による、ラップトップモードの携帯型コンピュータの実施例の図
である。
【図１８】本発明の態様による、無線信号インジケータ特徴を示す携帯型コンピュータの
一部分の図である。
【図１９】本発明の態様による、閉鎖位置の携帯型コンピュータの一部分の図である。
【図２０】本発明の態様による、電力アダプタの一実施例の平面図である。
【図２１】図２０の電力アダプタの側面図である。
【図２２Ａ】本発明の態様による、コードスプールの周りに巻かれた電力コードを示す、
図２０の電力アダプタの別の側面図である。
【図２２Ｂ】図２２Ａの電力アダプタの平面図である。
【図２３】本発明の態様による、ドッキングステーションに結合した携帯型コンピュータ
の図である。
【図２４】本発明の態様による、ドッキングコネクタの一実施例を示す携帯型コンピュー
タの図である。
【図２５】本発明の態様による、コンピュータフレームに結合したヒンジ組立体の図であ
る。
【図２６】本発明の態様による、「フレーム」モードに構成された携帯型コンピュータの
図である。
【図２７】本発明の態様による、「フラット」モードに構成された携帯型コンピュータの
図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　態様および実施形態は、（携帯型コンピュータが従来のラップトップ外観を有する）ラ
ップトップモード、フラットモード、フレームモード、および、以下でさらに説明するよ
うに、コンピュータのベース部およびそのディスプレイコンポーネントが、縦に立ち、反
転「Ｖ」を形成するイーゼルモードを含む種々のモード間で構成可能である携帯型コンピ
ュータを対象とする。携帯型コンピュータは、異なるモードにおいて異なる表示フォーマ
ットおよび機能が可能であり、統一された快適でホリスティックなユーザ経験を提供する
ために、コンピュータハードウェアとシームレスに働く可能性があるグラフィカルユーザ
インタフェースを含む。特に、携帯型コンピュータは、機能の広範なアレイ、コンピュー
ティングデバイスによって従来から提供される機能および他の受動的情報デバイスによっ
て従来から提供される機能に対するアクセスを提供する可能性がある。たとえば、携帯型
コンピュータの、グラフィカルユーザインタフェースを含むハードウェアおよびソフトウ
ェアは、最新のコンピュータ処理能力を同様に提供しながら、オーディオおよびビデオな
ど（たとえば、音楽の再生、ストリーミングビデオ、写真の視聴など）の娯楽メディア、
電子メール、およびインターネットに対するアクセスを提供することに的を絞る可能性が
ある。
【００２１】
　本明細書で説明される方法および装置の実施形態は、以下の説明で述べられるか、また
は、添付図面で示されるコンポーネントの構造および配置構成の詳細に対する適用に限定
されないことが理解される。方法および装置は、他の実施形態における実施が可能であり
、種々の方法で実施されるか、または、実行されることが可能である。特定の実施態様の
例は、例証のために本明細書に提供され、制限的であることを意図されない。特に、任意
の１つまたは複数の実施形態に関連して説明される行為、要素、および特徴は、任意の他
の実施形態における類似の役割から排除されることを意図されない。同様に、本明細書で
使用される表現および用語は、記述するためのものであり、制限するものとして考えられ
るべきでない。本明細書において単数で言及される、システムおよび方法の実施形態また
は要素または行為に対する任意の言及はまた、複数のこれらの要素を含む実施形態を包含
してもよく、本明細書における任意の実施形態または要素または行為に対する複数での任
意の言及はまた、単一要素だけを含む実施形態を包含してもよい。単数形または複数形で
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の言及は、現在開示されているシステムまたは方法、それらのコンポーネント、行為（ａ
ｃｔ）、または要素を制限することを意図されない。「含む（ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ）」、
「備える（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」、「有する（ｈａｖｉｎｇ）」、「含む（ｃｏｎｔ
ａｉｎｉｎｇ）」、「伴う（ｉｎｖｏｌｖｉｎｇ）」、およびその変形の本明細書におけ
る使用は、以降で挙げる項目およびその均等物ならびにさらなる項目を包含することを意
味する。「または（ｏｒ）」に対する言及は、「または（ｏｒ）」を使用して述べられる
任意の用語が、述べられる用語の１つ、２つ以上、および全てのうちの任意のものを示す
ように、包含的であるとして解釈されてもよい。
【００２２】
　図１を参照して、本発明の態様による携帯型コンピュータの一実施例が示される。図１
では、携帯型コンピュータ１００は、「ラップトップ」モードで示され、ディスプレイコ
ンポーネント１０２は、ベース部１０４から観察角度で傾斜している。ディスプレイコン
ポーネント１０２は、ヒンジ組立体（図示せず）によってベース部１０４に旋回式に結合
され、ヒンジ組立体は、ディスプレイコンポーネント１０２が、ベース部１０４に対して
回転することを可能にする。ヒンジ組立体は、単一軸ヒンジ、複数軸ヒンジ、ギアヒンジ
などを含むが、それに限定されない種々のヒンジタイプの任意のヒンジタイプであってよ
い単一ヒンジまたは複数ヒンジを含んでもよい。一実施例では、ヒンジ組立体は、図１に
示し、以下でさらに説明するように、ディスプレイコンポーネント１０２とベース部１０
４との間のインタフェースに沿って延びる長手方向軸１０１を中心にディスプレイコンポ
ーネント１０２が回転することを可能にする。ベース部１０４は、キーボード１０６、な
らびに、当業者に知られているように、携帯型コンピュータを動作させるのに必要な中央
処理ユニット、メモリ、および他のコンポーネントなどの内部電子コンポーネント（図示
せず）を含む。一部の実施形態では、ベース部１０４はまた、当業者に知られているよう
に、ユーザコマンドを受信するためのタッチパッド１０８またはトラックボール（図示せ
ず）を含んでもよい。
【００２３】
　依然として図１を参照して、ディスプレイコンポーネント１０２は、ディスプレイスク
リーン１１０を含み、また、以下でさらに説明するように、カメラ１１２、マイクロフォ
ン１１４、および赤外線受信機１１６を含んでもよい。当業者によって認識されるように
、カメラ１１２、マイクロフォン１１４、および赤外線受信機１１６の場所は、図１に示
す実施例に限定されず、また、ディスプレイコンポーネント１０２および／またはベース
部１０４上の他の場所に設置されてもよいことが理解される。ディスプレイコンポーネン
ト１０２はまた、携帯型コンピュータ１００が閉じたときに、ベース部１０４とディスプ
レイコンポーネント１０２との間に軟質接触点を提供するクッション１１８を含んでもよ
い。一実施例では、クッション１１８はゴムで作られている。しかし、本発明は、そのよ
うに限定されず、当業者によって認識されるように、クッション１１８は、たとえば、ポ
リマー、フェルト、他の適した材料を含む、ゴム以外の材料を含んでもよいことが理解さ
れる。
【００２４】
　図２を参照して、閉鎖位置の図１の携帯型コンピュータ１００の側面図が示される。従
来のクラムシェルタイプの携帯型コンピュータの場合にそうであるように、携帯型コンピ
ュータ１００が閉じると、ディスプレイスクリーンは、ベース部１０４のキーボードに接
して「下向きで（ｆａｃｅ　ｄｏｗｎ）」配設される。示す実施形態では、ベース部１０
４は、以下でさらに説明するように、ディスプレイコンポーネント１０２をベース部１０
４に旋回式に結合するヒンジ（図示せず）を収容する丸い部分１２０を含む。丸い部分１
２０は、丸い形状を有することに限定されるのではなく、代わりに、使用されるヒンジの
タイプに依存する可能性がある別の形状を有してもよいことが理解される。一実施形態で
は、携帯型コンピュータを０ＮおよびＯＦＦするように構成された電力ボタン１２２はま
た、図２に示すように、丸い部分１２０上に設けられてもよい。しかし、本発明は、その
ように限定されず、電力ボタン１２２は、ベース部１０４上の他の所に配置されてもよい
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ことが理解される。一実施例では、電力ボタン１２２は、電力ボタンが偶然に押される可
能性を減少させるために、ベース部１０４の表面に対して少し窪んでいてもよい。
【００２５】
　ベース部１０４の底部（携帯型コンピュータ１００の下側）の外面図が図３に示される
。図３に見られるように、一実施形態では、ベース部１０４は、複数の足部１２４を含む
。一実施例では、足部１２４は、ゴムで作られるが、本発明は、そのように限定されず、
足部は、たとえば、ポリマーまたはフェルトなどの別の材料で作られてもよいことが理解
される。ベース部の内部電子コンポーネントから熱が消散することを可能にするように、
換気スリット１２６が、示されるベース部１０４とディスプレイコンポーネント１０２と
の間のインタフェースの近くか、または、所望される他の所に設けられてもよい。ベース
部１０４はまた、１つまたは複数のスピーカ１２８を含む。一実施例では、ベース部１０
４は、図３に示すように、ベース部の両側に配置された、２つのステレオスピーカ１２８
を含む。しかし、携帯型コンピュータ１００は、ベース部１０４上の任意の場所に設置さ
れてもよい、それより多いかまたは少ないスピーカを備えてもよいことが理解される。ス
クロールホイール１３２は、以下でさらに説明されるように、ウェブペーシをナビゲート
すること、スピーカ音量を制御すること、プログラムを選択することなどのような携帯型
コンピュータ１００の一定の機能をユーザが制御することを可能にするために設けられて
もよい。
【００２６】
　一実施形態によれば、ベース部１０４は、図３に示すように、ディスプレイコンポーネ
ント１０２とベース部１０４との間のインタフェースに対向するベース部１０４のエッジ
に沿って配設されたクッションストリップ１３０を備えてもよい。ゴム、ポリマー、また
は別の適した材料を含んでもよいクッションストリップ１３０は、以下でさらに説明され
るように、携帯型コンピュータ１００がイーゼルモードになるように構成されると、「足
部（ｆｏｏｔ）」の役をしてもよい。一実施形態では、ディスプレイコンポーネント１０
２は、携帯型コンピュータ１００がイーゼルモードになるように構成されると、第２の支
持足部の役をしてもよい類似のクッションストリップを備えてもよい。
【００２７】
　図４を参照して、イーゼルモードになるように構成された携帯型コンピュータ１００の
実施例が示される。携帯型コンピュータ１００を、ラップトップモード（または閉鎖位置
）からイーゼルモードになるよう変換するために、図４に示すように、ベース部の底部と
ディスプレイコンポーネントの背面が互いに向い合った状態で、ベース部１０４およびデ
ィスプレイコンポーネント１０２が反転「Ｖ」形状を形成するように、ディスプレイコン
ポーネント１０２が、コンピュータを開放するのと同じ方向に（すなわち、コンピュータ
を、閉鎖位置からラップトップモードになるよう構成するように）、ベース部１０４から
離れるように折り曲げられてもよい。イーゼルモードでは、ディスプレイスクリーン１１
０は、携帯型コンピュータ１００の一方の側で見ることができ、かつ、アクセス可能であ
り、キーボード１０６（図４には示さず）は、他方の側で見ることができ、かつ、アクセ
ス可能である。
【００２８】
　図４に示すように、一実施形態では、携帯型コンピュータは、音量コントロールボタン
２０４およびミュートボタン２０６を含む統合されたハードウェア音量コントロールを備
えてもよい。一実施例では、音量コントロールボタン２０４は、スピーカ１２８を通して
再生されるオーディオの音量をユーザが容易に上げるかまたは下げることを可能にするロ
ッカスイッチであってよい。ユーザが音量コントロールボタン２０４を押すと音量が上げ
下げされる量の視覚表示を提供するために、音量インジケータが、ディスプレイスクリー
ン１１０上に一時的に現れてもよい。同様に、ミュートボタン２０６を押すと、音量がミ
ュートされる視覚表示がディスプレイスクリーン１１０上に現れてもよい。
【００２９】
　一実施形態によれば、携帯型コンピュータが、イーゼルモードになるように構成される
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と、携帯型コンピュータがラップトップモードにあるときと比較して、ディスプレイスク
リーンが逆さまであっても、情報が、「正しい向きに（ｒｉｇｈｔ－ｗａｙ－ｕｐ）」現
れるように、ディスプレイスクリーン１１０上の視覚表示は、自動的に１８０°回転する
。そのため、ユーザは、携帯型コンピュータ１００をイーゼルモードになるように単に「
フリップさせ」、視覚表示の向きを調整するためにディスプレイスクリーンコントロール
にアクセスする必要無しで、ディスプレイスクリーン１１０上の情報を快適に観察するこ
とができる可能性がある。一実施形態では、携帯型コンピュータ１００は、携帯型コンピ
ュータがラップトップモードにあるか、イーゼルモードにあるかを検出し、相応してディ
スプレイを調整するように構成されている向き（またはモード）センサを含む。向きセン
サは、たとえば、キーボード１０６の下のベースコンポーネント１０４内に、または、デ
ィスプレイコンポーネント内に組込まれてもよい。一実施例では、ベース部１０４ではな
く、ディスプレイコンポーネント１０２内に向きセンサを配置することは、よりロバスト
な検出を提供する可能性があり、したがって、一部の実施形態では、現在のところ好まし
い。向きセンサは、たとえば、デバイスが、ラップトップモードにあるか、イーゼルモー
ドにあるか、または、２つのモードの中間のある地点にあるかを判定するために、ディス
プレイコンポーネント１０２に対するベースコンポーネント１０４の精密な相対的向きを
確定する、または、その逆を確定するのに使用されてもよい。一実施例では、向きセンサ
は、加速度計を含み、その出力は、コンピュータオペレーティングシステム（または、専
用ロジック回路）に給送され、コンピュータオペレーティングシステムは、次に、適切で
ある場合、表示反転をトリガーする。
【００３０】
　加速度計は、デバイスが落下した場合にハードドライブクラッシュから保護するための
緊急モーションセンサまたは「落下検出器（ｄｒｏｐ　ｄｅｔｅｃｔｏｒ）」として、携
帯電話、メディアプレーヤ、またはコンピュータなどの携帯デバイスで使用されてきた。
しかし、対照的に、本発明の実施形態による携帯型コンピュータ内の加速度計は、コンピ
ュータ全体の動きを検出するのに使用されるのではなく、むしろ、携帯型コンピュータ１
００の構成（たとえば、ラップトップモードまたはイーゼルモード）を検出する、特に、
ベースコンポーネント１０４に対するディスプレイコンポーネント１０２の向きを検出す
るのに使用される。一実施例では、加速度計からの情報は、携帯型コンピュータ内のディ
スプレイコントローラに提供され、一部の従来のデバイスで行われるように、ポートレー
トモードまたはランドスケープモードの間でディスプレイを切換えるのに使用される。
【００３１】
　図５を参照して、携帯型コンピュータ１００がイーゼルモードにあるとき、ベース部１
０４は、ディスプレイコンポーネント１０２に対してある角度１３４で配設される。この
角度１３４は、たとえば、図６Ａ、６Ｂ、および６Ｃに示すように、ディスプレイスクリ
ーン１１０に対する快適な観察角度が、ユーザ１３６または携帯型コンピュータ１００の
異なる位置について維持されることが可能になるように調整可能である。たとえば、ユー
ザ１３６が、携帯型コンピュータから離れているとき、角度１３４ａ（図６Ａ）は、ユー
ザが携帯型コンピュータに近いときの角度１３４ｂより小さくされてもよい。先に説明し
たように、一実施例では、向きセンサ（図示せず）は、角度１３４を、ほぼまたは厳密に
検出するため、また、コンピュータオペレーティングシステムに情報を提供するために使
用されてもよい。
【００３２】
　一実施形態によれば、ディスプレイコンポーネント１０２は、ヒンジによってベース部
１０４に旋回式に結合され、ヒンジによって、ディスプレイコンポーネントが、ベース部
に対して傾斜し、それにより、携帯型コンピュータ１００が、閉鎖位置、ラップトップモ
ード、またはイーゼルモードになるように構成されることが可能になる。先に説明したよ
うに、従来の「クラムシェル」タイプの携帯型コンピュータでは、ディスプレイコンポー
ネントをベース部に結合するヒンジは、一般に、ディスプレイコンポーネントの約１８０
°より大きい回転を許容しない。そのため、これらの従来の携帯型コンピュータは、閉鎖
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位置または開放したラップトップモードにあることができるが、従来のヒンジがディスプ
レイコンポーネントの十分な移動を許容しないため、イーゼルモードになるように構成さ
れることができない。同様に、先に説明したタブレットタイプ携帯型コンピュータは、ベ
ース部上のキーボードに対して平坦になるように、開放され、回転し、折り曲げられうる
ディスプレイを有する。先に説明したように、米国特許第６，２６６，２３６号は、プレ
ゼンテーションモードになるように構成可能なコンピュータを開示するが、これは、複雑
な腕組立体を必要とする。対照的に、本発明の実施形態による携帯型コンピュータは、所
望のイーゼル角度１３４に達するまで、「ラップトップ位置（ｌａｐｔｏｐ　ｐｏｓｉｔ
ｉｏｎｓ）」を通過してディスプレイを傾斜させるかまたは回転させ続けるだけで、イー
ゼルモードになるように構成されてもよい。
【００３３】
　図７Ａおよび７Ｂを参照して、本発明の態様による、携帯型コンピュータが、ラップト
ップモード（図７Ａ）またはイーゼルモード（図７Ｂ）になるように構成されることを可
能にするヒンジ組立体１３８を示す携帯型コンピュータ１００の一部分が示される。一実
施形態によれば、ヒンジ組立体１３８は、０～３２０°の回転に対処し、４０°の最小角
度１３４（図５を参照されたい）を可能にする。しかし、携帯型コンピュータ１００をラ
ップトップモードまたはイーゼルモードになるように構成するために十分な回転が許容さ
れると仮定すると、ヒンジ組立体１３８は、回転のより大きなまたは小さな程度を可能に
してもよいことが理解される。先に説明したように、一実施形態では、携帯型コンピュー
タ１００は、ディスプレイコンポーネント１０２およびベースコンポーネント１０４の相
対的向きを検出するように構成される向きセンサ（図示せず）を含む。一実施例では、向
きセンサは、先に説明したように、ベースコンポーネント１０４内に組込まれる加速度計
であってよい。あるいは、向きセンサは、ヒンジ組立体１３８内に組込まれてもよく、ま
た、ヒンジ組立体の動きを検出し、その動きを、ディスプレイコンポーネント１０２およ
びベースコンポーネント１０４の相対的向きに関する情報（たとえば、角度１３４のサイ
ズ）に変換するのに使用されてもよい。向きセンサは、電子コンポーネントか、機械コン
ポーネントか、またはその組合せを含んでもよいことも理解される。たとえば、ヒンジ組
立体は、携帯型コンピュータのモードの表示を提供するデテントを備えてもよい。
【００３４】
　先に説明し、また、図７Ａおよび７Ｂに示すように、携帯型コンピュータはまた、携帯
型コンピュータの種々の態様（たとえば、無線能力またはスピーカ音量）またはディスプ
レイスクリーン１１０上に表示される項目を、ユーザが調整し、制御し、かつ／または選
択することを可能にするスクロールホイール１３２を備えてもよい。ハウジング１６０は
、スクロールホイール１３２に結合し、かつ、スクロールホイールの物理的動きを電気信
号に変換するように構成されている種々の機械コンポーネントおよび／または電子コンポ
ーネント（図示せず）を収容するかまたは支持してもよい。これらの電気信号は、携帯型
コンピュータ１００の中央処理ユニットに提供されてもよく、中央処理ユニットは、電気
信号を処理して、スクロールホイールの動きを、選択された特徴のコントロール、たとえ
ば、以下でさらに説明されるように、スピーカ（複数可）の音量を調整すること、または
、ディスプレイスクリーン上に表示される特定の項目を選択することに変換する。
【００３５】
　ヒンジ組立体１３８の一実施形態は図８に示される。ヒンジ組立体は、ハウジング１４
２に回転式に結合されたブラケット１４０を含む。ハウジング１４２は、図７Ａに示すよ
うに、ベース部１０４内の内部フレームに締結されてもよい第１のフランジ１４４を含ん
でもよい。第１のフランジ１４４は、たとえば、ネジ、リベット、またはボルトなどの締
結具を使用してベース部１０４に第１のフランジが締結されることを可能にする穴１４６
を含んでもよい。ブラケット１４０は、締結具１５０を使用してディスプレイコンポーネ
ント１０２に同様に結合されてもよい第２のフランジ１４８を含んでもよい。一実施形態
では、ディスプレイスクリーン１１０（図１を参照されたい）は、ＬＣＤスクリーンであ
ってよい。当業者に知られているように、ＬＣＤスクリーンは、一般に、フレームおよび
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プラスチックハウジングを備える。一実施例では、第２のフランジ１４８は、ディスプレ
イスクリーンフレームおよびスクリーンのプラスチックハウンジングのいずれかまたは両
方に締結されてもよい。図２５を参照して、ディスプレイコンポーネントのディスプレイ
フレーム２０８およびベースコンポーネント１０４のベースフレーム２１０に結合された
２つのヒンジ組立体１３８の実施例が示される。一実施形態によれば、ブラケット１４０
および／またはハウジング１４２は、鋳造亜鉛で形成されてもよい。しかし、他の金属を
含む他の材料が使用されてもよく、ブラケット１４０および／またはハウジング１４２は
、たとえば、機械加工または成型などの、鋳造以外のプロシージャを使用して形成されて
もよいことが理解される。
【００３６】
　再び図８を参照して、一実施形態では、ヒンジ組立体１３８はまた、以下でさらに説明
するように、電力ボタン（図２、１２２）またはナビゲーションコントロールボタン（図
４、１６６）を配置するための領域を組込んでもよい。
【００３７】
　図９を参照して、図８のライン９－９に沿って切取った図８のヒンジ組立体１３８の一
部分の断面図が示される。図９に示すように、一実施形態では、ヒンジ組立体１３８は、
ヒンジハウジング１４２内に配置された軸１５４を備える。軸１５４は、ヒンジハウジン
グ１４２内の所定位置に保持され、ばね１５６などのねじれ要素によって、ハウジングに
回転式に結合されてもよい。一実施例では、ばね１５６は、スタンピングによって形成さ
れてもよい。しかし、他の製造方法が使用されてもよいことが理解される。一実施例では
、ヒンジ組立体は、先に説明したように、約３２０°に対処してもよく、また、対称トル
クで約６．５インチボンドを提供してもよい。
【００３８】
　図１０は、図８および９のヒンジ組立体の分解図である。図１０に示すように、軸１５
４は、部材１５８に結合される。この部材１５８は、ブラケット１４０と一体になるかま
たはブラケット１４０に結合されてもよく、ブラケット１４０は、次に、先に説明したよ
うに、ディスプレイコンポーネントに締結される。そのため、軸１５４およびばね１５６
は、ヒンジ組立体の固定された要素、すなわち、ヒンジハウジング１４２と、携帯型コン
ピュータのベース部１０４およびディスプレイコンポーネント１０２に締結されるブラケ
ット１４０との間に回転式結合を提供する。こうして、ヒンジ組立体は、ディスプレイコ
ンポーネント１０２が、ベース部１０４に対して移動することを可能にし、それにより、
携帯型コンピュータが、閉鎖位置、ラップトップモード、またはイーゼルモードのうちの
任意のものになるように容易にかつ迅速に構成されることを可能にする。たとえば、閉鎖
モードから、長手方向軸１０１（図１を参照されたい）を中心に約１８０°までディスプ
レイコンポーネントを回転させるかまたは傾斜させるだけで、携帯型コンピュータがラッ
プトップモードに構成され、閉鎖モードから、長手方向軸１０１を中心に約１８０°を超
えてディスプレイコンポーネントを回転させることで、携帯型コンピュータがイーゼルモ
ードに構成される。
【００３９】
　一実施形態によれば、携帯型コンピュータは、ユーザが、携帯型コンピュータの種々の
特徴および機能を容易にかつ快適に制御し、携帯型コンピュータ上に表示されるコンテン
ツを操作することを可能にする統合された「ナビゲーション」ハードウェアを含んでもよ
い。たとえば、先に説明したように、携帯型コンピュータ１００は、携帯型コンピュータ
の種々の機能をユーザが制御し、調整し、かつ／または、選択することを可能にするスク
ロールホイール１３２を備えてもよい。別の実施形態によれば、スクロールホイール１３
２は、図１７を参照して以下でさらに説明されるように、ディスプレイスクリーン１１０
上に表示される、メニュー、アイコンなどのような情報を通して「ハードウェアナビゲー
ション」を提供するために使用されてもよい。従来のコンピュータで使用される一般的な
表示構成は、「デスクトップ」ビューであり、種々のプログラムまたはアプリケーション
に対するリンクを表す複数のアイコンが、背景画像上に表示される。ナビゲーションは、
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従来、当業者に知られているように、マウス、タッチパッド、またはトラックボールを使
用して実施される。一実施形態では、携帯型コンピュータ１００は、従来のデスクトップ
構成で、ディスプレイスクリーン１１０上に情報を表示してもよく、また、ナビゲーショ
ンは、タッチパッド１０８、トラックボール（図示せず）などの従来のツール、あるいは
、周辺機器、たとえば、ポート１６４を介して携帯型コンピュータ１００に接続されるマ
ウスか、スクロールホイール１３２か、またはその組合せを使用して実施されてもよい。
別の実施形態によれば、携帯型コンピュータ１００は、「マップ」ナビゲーションをサポ
ートする最新のグラフィカルユーザインタフェースを含む。マップユーザインタフェース
は、コンピューティング環境全体、ならびに、スクロールホイール１３２、および任意選
択で、図１７に示す携帯型コンピュータ１００のベース部１０４上に（ボタン１６６）、
かつ／または、キーボード１０６内に（ボタン１６８）設けられてもよい１つまたは複数
のナビゲーションボタン１６６、１６８を使用してアクセスされてもよい環境内の検索能
力の明確な概要を提供する。一実施形態では、ナビゲーションのマップモードは、ナビゲ
ーションの任意のステージにおいてその中から選択する項目の数を減らす階層的モードで
あり、それにより、スクロールホイール１３２、および任意選択で、ナビゲーションボタ
ン（複数可）１６６、１６８によって、ユーザアクセスを容易にする。もちろん、マップ
ユーザインタフェースはまた、トラックボール、タッチパッド、マウス、または矢印キー
などの従来のツールを使用してナビゲートされてもよいことが理解される。
【００４０】
　図１１を参照して、マップユーザインタフェースを含む携帯型コンピュータのアーキテ
クチャの一実施例のブロック図が示される。ユーザインタフェース「ｈｏｍｅ」スクリー
ン１７０は、コンテンツの複数のモード１７２を表示する。示す実施例では、ｈｏｍｅス
クリーン１７０は、コンテンツの５つのモード１７２を含む。しかし、ｈｏｍｅスクリー
ンは、コンテンツの５つより多いかまたは少ないモードを含んでもよいこと、および、コ
ンテンツのモードが、以下で説明する実施例と異なってもよいことが理解される。一実施
例によれば、ｈｏｍｅスクリーン１７０を介してアクセス可能なコンテンツのモード１７
２は、「ｍｅｄｉａ」１７２ａ、「ｃｏｎｎｅｃｔ」１７２ｂ、「ｗｅｂ」１７２ｃ、「
ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ」１７２ｄ、および「ｃｈａｎｎｅｌｓ」１７２ｅを含んでも
よい。マップユーザインタフェースを使用して、情報、プログラム、特徴、およびアプリ
ケーションは、コンテンツの種々のモード１７２にグループ化されてもよい。たとえば、
コンテンツの任意のモード１７２を選択することによって、以下でさらに説明するように
、スクロールホイール１３２および／またはナビゲーションボタン１６６、１６８を使用
することによって、ユーザは、そのモード内で編成されたコンテンツにアクセスしてもよ
い。たとえば、ｍｅｄｉａモード１７２ａは、音楽、ビデオ、写真などのようなメディア
を再生し、視聴し、検索し、編成するために、メディアプレーヤに対するアクセスを提供
してもよい。ｃｏｎｎｅｃｔモード１７２ｂは、たとえば、電子メール、ボイスオーバー
ＩＰ（ｖｏｉｃｅ－ｏｖｅｒ－ＩＰ）、インスタントメッセージなどのような特徴に対す
るアクセスを提供してもよく、ｗｅｂモード１７２ｃは、インターネットブラウジングお
よび検索に対するアクセスを提供してもよい。ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎモード１７２ｄは
、たとえば、ワードプロセッサ、スプレッドシート、計算機などのようなコンピュータア
プリケーションまたはプログラムに対するアクセスを提供してもよい。一実施例では、こ
れらのアプリケーションまたはプログラムは、携帯型コンピュータ１００上に存在するプ
ログラムまたはアプリケーションではなく、ウェブベースサービスとして提供されてもよ
い。ｃｈａｎｎｅｌｓモード１７２ｅは、異なるチャネルとして規定された異なる機能ま
たは特徴を有する携帯型コンピュータの異なる機能に対するアクセスを提供してもよい。
たとえば、チャネルは、アラームクロックチャネルを含んでもよく、携帯型コンピュータ
は、クロックを表示するように構成され、所定の時刻にアラーム、たとえば、音、一曲な
どを起動するようにプログラムされうる。チャネルの別の実施例は、「フォトフレーム」
チャネルを含んでもよく、携帯型コンピュータは、予め選択された画像または画像のセッ
トなどを表示するように構成されてもよい。チャネルの別の実施例は、「テレビジョン」
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チャネルであり、携帯型コンピュータは、インターネットテレビジョンをストリーミング
処理するように構成される。一実施例では、ユーザは、特定のインターネットテレビジョ
ンチャネル（たとえば、ニュースチャネル、ムービーチャネル、ホームおよびガーデンチ
ャネルなど）を、コンテンツのｃｈａｎｎｅｌｓモード１７２ｅ内のサブチャネルになる
ように構成してもよい。コンテンツのモード１７２の一部または全ては、インターネット
１７４上で情報にアクセスし、取出し、かつ／または、格納してもよい。
【００４１】
　一実施形態によれば、コンテンツの異なるモード１７２は、図１２に示すように、ディ
スプレイスクリーン１１０上で一連のバーとして表示されてもよい。マップユーザインタ
フェースを通したハードウェアナビゲーションを含む種々の特徴の以下の説明は、主に図
１２に示す表示構成に言及する可能性がある。しかし、本発明はそのように限定されず、
コンテンツのモードは、たとえば、図１３に示すように、「デスクトップ」およびアイコ
ン構成、「ダッシュボード」タイプ表示、または、当業者によって認識されることになる
別の構成を含む、他の構成で表示されてもよいことが理解される。同様に、ナビゲーショ
ンは、主にスクロールホイール１３２およびナビゲーションボタン１６６、１６８を参照
して以下で説明される。しかし、ナビゲーションはまた、先に説明した、または、当業者
に知られている従来のツールのうちの任意のツールを使用して達成されてもよいことが理
解される。
【００４２】
　先に説明したように、一実施形態によれば、スクロールホイール１３２、および任意選
択で、ナビゲーションボタン１６６、１６８は、ユーザインタフェースをナビゲートする
ために使用されてもよい。再び図１２を参照して、スクロールホイールをスクロールする
ことは、コンテンツのモード１７２のうちの異なるモードを順次強調してもよい。一実施
例では、強調することは、選択されたモードの色を変更することによって、かつ／または
、色付きバー１７６などの視覚インジケータを設けることによって達成されてもよい。強
調されたモード１７２は、スクロールホイールを押すことによって選択され、それにより
、選択されたモードに相当する新しい「ページ」またはスクリーンをユーザインタフェー
ス上に提示する。コンテンツの選択されたモード１７２に一旦入ると、スクロールホイー
ルは、そのモード内で、特定の機能、特徴、またはアプリケーションを選択するために同
様に使用されてもよい。一実施形態では、スクロールホイール１３２のデフォルトアクシ
ョンは、携帯型コンピュータ１００が、ラップトップモードにあるか、イーゼルモードに
あるかに応じて変わる可能性がある。たとえば、イーゼルモードでは、スクロールホイー
ル用のデフォルトアクションは、ｃｈａｎｎｅｌｓモード１７２ｅ内のチャネル選択であ
ってよい。
【００４３】
　先に説明したように、一実施形態では、スピーカ１２８の音量コントロールは、音量コ
ントロールボタン２０４およびミュートボタン２０６によって提供されてもよい。あるい
は、別の実施形態によれば、音量コントロールは、スクロールホイール１３２を使用して
提供されてもよい。そのため、図１４において矢印１６１で示すように、ユーザがスクロ
ールホイール１３２をスクロールするにつれて、音量インジケータが、ディスプレイスク
リーン１１０上に現れてもよい。一実施例では、音量インジケータは、ディスプレイスク
リーン１１０上でスクロールホイール１３２の直ぐ下に現れる可能性がある音量レベルイ
ンジケータを含む透明なまたは部分的に透明なボックス１６２を備えてもよい。この実施
例では、ユーザがスクロールホイール１３２をスクロールするにつれて、音量ボックス１
６２内の異なる音量レベルが、連続して強調されて、音量が増加するかまたは減少するこ
とをユーザに示してもよい。
【００４４】
　一実施形態では、スクロールホイール１３２は、押下げ式であると共にスクロール式で
あってよい。そのため、図１５に示すように、スクロールホイール１３２を押すことは、
たとえば、ユーザがその上にスクロールしたチャネルを選択すること、あるいは、携帯型
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コンピュータ１００を通して再生されるオーディオまたはビデオの「プレイ」および「ポ
ーズ」などのさらなるコントロールを可能にしてもよい。
【００４５】
　先に説明したように、一実施形態によれば、１つまたは複数のナビゲーションボタンは
、スクロールホイールと共に使用されてもよい。特に、一実施形態では、ナビゲーション
ボタン（複数可）は、スクロールホイールのアクションを変更するために使用されてもよ
い。先に説明したように、一実施例では、スクロールホイールのデフォルトアクションは
、音量コントロールである。このアクションは、たとえば、音量コントロールからメニュ
ーナビゲーションへ、図１６に示すように、ナビゲーションボタン１６６を押すことによ
って変更されてもよく、また、その逆に変更されてもよい。一実施形態によれば、ナビゲ
ーションボタン１６６を押すことの効果は、携帯型コンピュータ１００のコンテンツのア
クティブなモードに応じて変わってもよい。たとえば、ユーザが、写真閲覧アプリケーシ
ョンを使用するメディアモードにいる場合、ナビゲーションボタン１６６を押すことは、
スクロールホイール１３２のアクションを、モードナビゲーションから写真用のスライド
ショーコントロールに変更してもよい。ナビゲーションボタン１６６が押されると、「プ
レイ」、「ネクスト」、「バック」、「スキップ」、「フルスクリーンビュー」などのよ
うな写真スライドショー用の異なるアクションを含むコントロールインジケータボックス
（図１４を参照して先に説明した音量インジケータボックス１６２と同様）が現われても
よく、スクロールホイール１３２をスクロールすることは、ユーザが、これらのアクショ
ンのうちの１つのアクションを選択することを可能にしてもよい。ナビゲーションボタン
１６６を再び押すことは、スクロールホイールのアクションを、メニューナビゲーション
に戻して、ユーザが、たとえば、アクティブなモード内の異なる特徴またはアプリケーシ
ョンに移動するか、または、異なるモードを選択することを可能にしてもよい。
【００４６】
　図１６に見られるように、ナビゲーションボタン１６６は、携帯型コンピュータ１００
がイーゼルモードにあると、容易にアクセスされてもよく、この構成について便利なナビ
ゲーションツールを提供する。同様なナビゲーションボタン１６８は、図１７に示すよう
に、キーボード１０６上に設けられてもよい。一実施例では、２つのナビゲーションボタ
ン１６６、１６８の機能は、同じであってよく、異なる場所は、携帯型コンピュータ１０
０の異なる構成モード（すなわち、ラップトップまたはイーゼル）において容易で快適な
アクセスを提供する。そのため、ユーザは、個人の好みに応じて、ナビゲーションボタン
１６６またはナビゲーションボタン１６８を使用してもよい。別の実施例では、２つのナ
ビゲーションボタンは、異なる機能を有してもよい。たとえば、ナビゲーションボタン１
６６は、先に説明したように、スクロールホイール１３２のアクションを変更するために
使用されてもよく、一方、ナビゲーションボタン１６８は、マップユーザインタフェース
内で「アップ」または「ダウン」レベルをナビゲートするために使用される。たとえば、
コンテンツの所与のモードにある間に、ナビゲーションボタン１６８を押すことは、ユー
ザが、ホームスクリーンに「バックアップする」ことを可能にしてもよく、または、選択
されたチャネル（コンテンツのｃｈａｎｎｅｌモード１７２ｅ）にいる間に、ナビゲーシ
ョンボタン１６８を押すことは、ユーザが、ｃｈａｎｎｅｌモード主ペーシに「バックア
ップする」ことを可能にしてもよい。
【００４７】
　当業者によって認識されるように、ナビゲーションボタン１６６、１６８の機能に関す
る多数の変形が可能性であり、上記実施例が、例証のためだけに示され、制限的であるこ
とを意図されないことが理解される。さらに、１つのナビゲーションボタン（１６６また
は１６８）を参照して述べた任意の機能は、代わりに（または、さらに）、他のナビゲー
ションボタンと共に実施されてもよい。一実施例では、ナビゲーションボタン１６６、１
６８の機能は、携帯型コンピュータ１００がラップトップモードになるように構成される
か、イーゼルモードになるように構成されるかに応じて、変わってもよい。たとえば、イ
ーゼルモードにおいて、ナビゲーションボタン１６６だけがアクティブであってよく、ラ
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ップトップモードにおいて、ナビゲーションボタン１６８だけがアクティブであってよい
。あるいは、ナビゲーションボタン１６６、１６８は共に、ラップトップモードまたはイ
ーゼルモードで使用可能であってよいが、それらの機能は変わってもよい。たとえば、携
帯型コンピュータ１００がイーゼルモードにあるとき、ナビゲーションボタン１６６につ
いてのデフォルトアクションはチャネル選択であってよく、一方、ナビゲーションボタン
１６８についてのデフォルトアクションは「ｈｏｍｅ」スクリーンにアクセスすることで
ある。さらに、携帯型コンピュータ１００は、２つのナビゲーションボタンの使用に限定
されず、代わりに、１つだけのナビゲーションボタンまたは３つ以上のナビゲーションボ
タンを備えてもよく、そのボタンのいずれもが、上述した場所に（たとえば、ベース部１
０４の丸い部分１２０上にまたはキーボード１０６上に）、あるいは、携帯型コンピュー
タの他の場所に配設されてもよい。
【００４８】
　先に説明したように、一実施形態によれば、携帯型コンピュータの機能または表示コン
テンツおよび／または表示向きは、携帯型コンピュータがラップトップモードからイーゼ
ルモードになるように構成されると、または、その逆に構成されると、変わってもよい。
たとえば、先に説明したように、携帯型コンピュータ１００がイーゼルモードになるよう
に構成されると、携帯型コンピュータがラップトップモードにあるときと比較して、ディ
スプレイスクリーンが逆さまであっても、情報が、「正しい向きに」現れるように、ディ
スプレイスクリーン１１０上の視覚表示は、自動的に１８０°回転する。別の実施形態で
は、コンテンツの少なくとも一部のモード内の少なくとも一部の活動（たとえば、写真ま
たはビデオを閲覧すること）の場合、携帯型コンピュータ１００がイーゼルモードになる
ように構成されると、快適な閲覧を可能にするために、ディスプレイは、「フルスクリー
ンビュー（ｆｕｌｌ　ｓｃｒｅｅｎ　ｖｉｅｗ）」に自動的に調整してもよい（すなわち
、表示される画像またはビデオは、窓内にではなく、フルスクリーンサイズ上に表示され
る）。
【００４９】
　さらに、先に説明したように、携帯型コンピュータ１００をラップトップモードかまた
はイーゼルモードになるように構成する能力は、強化された機能を提供する。たとえば、
携帯型コンピュータ１００が、積極的に使用されないとき、ユーザは、携帯型コンピュー
タをイーゼルモードになるように構成し、また、ユーザの好みの１つまたは複数の写真を
表示するデジタル写真フレームとして働くように携帯型コンピュータをプログラムしても
よい。イーゼルモードでは、携帯型コンピュータ１００は、ベース部１０４およびディス
プレイコンポーネント１０２が図４および５に示すように直立しているため、ラップトッ
プモードまたは閉鎖モードにあるよりも、表面上で小さい占有面積占める可能性がある。
さらに、携帯型コンピュータ１００が、先に説明したように、写真フレームまたはクロッ
クなどの受動的な情報デバイスおよび／または娯楽デバイスとして働きうるため、携帯型
コンピュータは、ユーザによって積極的に使用されないときでも、有用な機能を提供する
可能性があり、また、多くの表面積を占有することなく、（イーゼルモードにおいて）有
用な機能を提供する可能性がある。
【００５０】
　別の実施形態によれば、携帯型コンピュータ１００は、さらに、図１８に示すように、
無線信号インジケータ１７８を備えてもよい。無線信号インジケータ１７８は、携帯型コ
ンピュータ１００が接続されているか、または、接続しようと試みている無線信号の利用
可能性および／または強度を示してもよい。一実施例では、無線信号インジケータ１７８
の色は、検出された無線信号の強度に関する情報を提供してもよい。たとえば、緑色は、
「良好な」信号を示してもよく、黄色は、「不足の」または「低い」信号を示してもよく
、赤色は、利用可能な信号が存在しないことを示してもよい。一実施例では、無線信号イ
ンジケータ１７８は、携帯型コンピュータ１００が電力供給されているときはいつも、Ｏ
Ｎまたはアクティブであってよい。あるいは、無線信号インジケータ１７８は、ユーザア
クションによって、たとえば、ナビゲーションボタン１６６あるいは携帯型コンピュータ
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１００上に設けられた別のボタンまたはキーを押すことによって起動されてもよく、また
、所定の期間の間（たとえば、２秒、１０秒、１分などの間）、アクティブのままであっ
てよい。先に説明したように、ナビゲーションボタン１６６の機能は、携帯型コンピュー
タ１００の構成モードに応じて変わってもよい。一実施例では、携帯型コンピュータ１０
０が、閉鎖位置にあるが、依然として電力供給されているとき、ナビゲーションボタン１
６６用のデフォルトアクションは、無線信号インジケータ１７８を起動させることであっ
てよい。
【００５１】
　一実施形態によれば、携帯型コンピュータ１００は、携帯型コンピュータが壁電源に差
込まれることを可能にする電力コードおよびアダプタを備えてもよい。図１９を参照して
、電力アダプタが接続されうる電力ジャケット１８０を示す、携帯型コンピュータ１００
の一部分の図が示される。先に説明したように、携帯型コンピュータ１００はまた、マウ
ス、外部キーボード、携帯型フラッシュドライブ、メモリスティックなどのような周辺デ
バイスが接続されてもよいポート１６４を含んでもよい。一実施例では、ポート１６４は
、ＵＳＢポートである。しかし、ポートは、ＵＳＢ以外のプロトコルに対処してもよいこ
とが理解される。さらに、１つだけのポート１６４が図１９に示されるが、携帯型コンピ
ュータ１００は、複数のプロトコルに対処してもよい複数のポートを備えてもよい。一実
施例では、携帯型コンピュータ１００はまた、ヘッドホンジャケット１８２を備えてもよ
い。電力ジャケット１８０、ポート（複数可）１６４、およびヘッドホンジャケット１８
２の任意のものまたは全ては、図１９に示す実施例に限定されないが、携帯型コンピュー
タ１００上の便利なまたは所望の任意の所にあってもよいことが理解される。
【００５２】
　図２０を参照して、携帯型コンピュータ１００と共に使用され、かつ、電力ジャケット
１８０を介して接続されてもよい電力アダプタ１８４の一実施例の平面図が示される。当
業者に知られているように、電力アダプタ１８４は、壁電力を、携帯型コンピュータ１０
０による使用にとって許容可能なレベルに変換する変圧器（図示せず）を備える。一実施
形態では、電力アダプタ１８４は、変圧器および他の必要なコンポーネントを収容する実
質的に丸い本体１８６を備える。コネクタ１８８は、電力アダプタ１８４が、壁コンセン
トまたは延長コードに接続されることを可能にしてもよい。一実施例では、コネクタ１８
８は、図２１に示すように、格納のためにコネクタ１８８に接して折り曲げられ、接続の
ために外に折り曲げられうる折畳み式プロング１９０を含んでもよい。コード１９２は、
コードが、ユーザによって本体内に格納され、かつ、柔軟に（その最大長まで）延びるよ
うに本体１８６内に摺動可能に収容されてもよい。
【００５３】
　一実施形態によれば、コード１９２は、電力アダプタ１８４の本体内に、または、部分
的に本体内に配置されたコードスプール１９４に巻き付けられてもよい。図２１に示すよ
うに、コードスプール１９４は、コード１９２が、図２２Ａおよび２２Ｂに示すようにコ
ードスプール１９４に巻き付けられるように、電力アダプタ１８４の本体から滑り出るよ
うに構成されてもよい。
【００５４】
　別の実施形態によれば、携帯型コンピュータ１００は、図２３に示すように、ドッキン
グステーション１９６に接続するように構成される。一実施形態では、ドッキングステー
ション１９６上のコネクタ１９８は、図２３に示すように、携帯型コンピュータ１００上
のコネクタ２００に摺動可能に接続するように構成されてもよい。一実施例では、携帯型
コンピュータ１００が、ドッキングステーションから電力を受信し、ドッキングステーシ
ョンから／へオーディオ信号をそれぞれ受信し、かつ／または、提供するように、コネク
タ２００は、電力およびオーディオコネクタを含んでもよい。たとえば、ドッキングステ
ーションは、外部スピーカに結合されてもよく、携帯型コンピュータは、外部スピーカを
通して再生されるオーディオ信号をドッキングステーションに提供してもよい。別の実施
例では、ドッキングステーション１９６はまた、ＭＰ３プレーヤなどのオーディオデバイ
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ス（図示せず）に結合されてもよく、オーディオデバイスは、たとえば、携帯型コンピュ
ータ上のオーディオライブラリを更新するために、携帯型コンピュータ１００にオーディ
オ信号およびデータを提供してもよい。携帯型コンピュータ１００とドッキングステーシ
ョン１９６に結合されるデバイスとの間の通信の多くの他の変形が、当業者によって認識
されるように可能であり、また、こうした変形が、本開示の範囲内にあることを意図され
ることが理解される。さらに、ドッキングステーション１９６を携帯型コンピュータ１０
０に結合するコネクタ（複数可）１９８、２００に関する多数の変形もまた、当業者によ
って認識されるように可能である。たとえば、携帯型コンピュータ１００は、図２４に示
すように、ベース部１０４上に配置されたマルチピンコネクタ２０２を含んでもよい。こ
うしたまた他の変形は、本開示の範囲内にあることを意図され、上述した実施例は、例証
のためだけに提供され、制限的であることを意図されない。
【００５５】
　さらに、先の説明は、携帯型コンピュータ１００がラップトップモードかまたはイーゼ
ルモードにあることに主に言及するが、他のモードまたは構成もまた可能であることが理
解される。たとえば、先に説明したように、携帯型コンピュータ１００は、ディスプレイ
コンポーネント１０２を回転させることによって、閉鎖位置から、ラップトップモードを
通してイーゼルモードになるように構成されうるため、いくつかの構成が、「真の」ラッ
プトップモードと「真の」イーゼルモードとの中間に可能である。別の実施例では、携帯
型コンピュータ１００は、図２６に示すように、「フレーム」モードになるように構成さ
れてもよく、携帯型コンピュータは、キーボード１０６が表面２１２上に「下向き」で、
かつ、ディスプレイ１１０が上向きの状態で表面２１２上に設置される。フレームモード
では、ディスプレイコンポーネント１０２は、イーゼルモードの場合と同様に、ベースコ
ンポーネント１０４に対して同じ向きおよび角度１３４にあってもよい。しかし、イーゼ
ルモード（携帯型コンピュータが、先に説明したように、反転「Ｖ」を形成する）の場合
と同様に、ベースコンポーネント１０４およびディスプレイコンポーネント１０２が表面
２１２に対して垂直に向くのではなく、フレームモードでは、ベースコンポーネント１０
４は、図２６に示すように、表面２１２上にフラットに横たわってもよい。一実施例では
、携帯型コンピュータがフレームモードにあるときに、キーが押されることを防止するた
めに（または、携帯型コンピュータが押されたキーに応答することを防止するために）、
キーボード用のソフトウェアおよび／またはハードウェア保護が設けられてもよい。
【００５６】
　同様に、図２７を参照して、「フラット」モードと呼ぶ携帯型コンピュータ１００の別
の構成が示される。フラットモードでは、図２７に示すように、キーボード１０６および
ディスプレイスクリーン１１０が露出した状態で、ベースコンポーネントおよびディスプ
レイコンポーネントが表面上にフラットに横たわるように、ディスプレイコンポーネント
１０２が、ベースコンポーネント１０４に対して約１８０°まで回転（または、開放）さ
れてもよい。キーボードが隠され、容易にアクセスできないイーゼルモードおよびフレー
ムモードと違って、フラットモードでは、キーボードは、アクセス可能でかつ使用可能で
ある。さらに、先に説明したように、ディスプレイスクリーン１１０上の視覚表示は、ベ
ースコンポーネント１０４およびディスプレイコンポーネント１０２に対して異なる位置
に位置する人による情報の快適な閲覧に対処するために、自動的に回転してもよい。ディ
スプレイスクリーン１１０上の視覚表示はまた、ユーザが、たとえば、キーボード１０６
、タッチパッド１０８またはマウス（図示せず）、スクロールホイール１３２、またはナ
ビゲーションボタン（図示せず）を使用することによって、手作業で調整されてもよい。
たとえば、（位置Ａに位置する）ユーザが、ユーザに対向して（位置Ｂに）位置する人の
ために情報を表示したいと思う場合、ディスプレイスクリーン１１０がその人にとって逆
さまであっても、場所Ｂの人に対して、情報が、「正しい向きに」現れるように、視覚表
示は、（自動的にまたは手作業で）１８０°回転してもよい。同様に、別の実施例では、
場所Ｃの人にとって、情報が、「正しい向きに」現れるように、視覚表示は、（自動的に
または手作業で）９０°回転してもよい。一実施例では、ユーザは、種々の向きの中で視
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く視覚表示を有してもよく、一方、ディスプレイ上の情報を変更するかまたは情報にアク
セスするためのキーボード１０６または他のコントロールを使用して、場所ＢまたはＣの
人のために情報を表示するために、表示向きを１８０°または９０°切換えてもよい。
【００５７】
　要約すると、種々の態様および実施形態は、ラップトップモードおよびイーゼルモード
を含む異なる動作モード間で構成可能で、かつ、異なるモードにおいて異なる表示フォー
マットおよび機能が可能な携帯型コンピュータを提供する。異なるラップトップモードお
よびイーゼルモードで携帯型コンピュータを閲覧し、動作させ、かつ、アラームクロック
、デジタル写真フレーム、ボイスオーバーＩＰなどのような特徴および機能を組み込む能
力は、強化された柔軟性および有用性を提供する可能性がある。さらに、携帯型コンピュ
ータは、楽しくホリスティックなユーザ経験を提供するために、コンピュータハードウェ
アとシームレスに働く可能性があるグラフィカルユーザインタフェースを含んでもよい。
【００５８】
　少なくとも１つの実施形態のいくつかの態様をこうして述べたが、種々の代替、変更、
および改善が当業者に容易に思い浮かぶことが理解される。たとえば、ハードウェアに関
連して本明細書で述べられた機能または特徴は、代わりに、ソフトウェアで実施されても
よく、または、その逆が実施されてもよい。たとえば、先に説明した無線信号インジケー
タは、代わりに（または、さらに）、ソフトウェアアプリケーションとして提供されても
よい。こうした代替、変更、および改良は、本開示の一部であることを意図され、また、
本発明の範囲内にあることを意図される。したがって、先の説明および図面は、実施例の
ためだけのものである。

【図１】 【図２】
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